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中央防災会議 防災対策推進検討会議 

首都直下地震対策検討ワーキンググループ（第 10 回） 

議事次第 
 

 

日 時：平成 25 年１月 25 日（金）17:00～19:05 

場 所：合同庁舎５号館防災Ａ会議室 

 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

 ・社会の安定化のための対策 

 ・東京都地域防災計画の見直しについて 

 ・応急対策対処方針について 

 ・地震防災減災戦略プラン骨子について 

 ・その他 

 

３．閉 会
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開 会 

 

○藤山（事務局） それでは、ただいまから「中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキ

ンググループ」の第10回会合を開催いたします。 

 委員の皆様には御多忙のところを御出席いただき、まことにありがとうございます。 

 昨年 12 月に防災担当大臣の交代がありましたので、会議の開催に当たりまして、古屋大

臣から御挨拶を申しあげます。  

 

古屋大臣挨拶 

 

○古屋大臣 このたび防災担当大臣を拝命いたしました古屋圭司でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 首都直下型地震対策検討ワーキンググループの第10回会合の開催に当たり、一言御挨拶

を申しあげます。委員の皆様には、御多忙の中、御出席を賜り、まことにありがとうござ

います。 

 防災は国家の基本的かつ重要な任務であり、被害を最小限にするための事前の防災・減

災対策が肝要であると考えます。 

 皆様方の幅広い御意見をお伺いし、国民の負託に応えてまいりたいと考えております。 

 また、今後、ワーキンググループで被害想定を行っていただくこととなりますが、被害

想定は非常に影響が大きいことから、論理的、技術的な裏づけをしっかり行った上で公表

する必要があると考えており、国民に不要な不安を与えることがないよう、十分な時間を

かけて丁寧に議論していただくよう、お願いを申しあげます。 

 本日は、社会の安定化のための対策等について御議論いただきたいと考えています。首

都直下型地震が発生した場合、社会秩序の維持、風評被害による社会的な混乱の防止、物

資の安定供給等の対策が重要であると考えています。 

 これらの課題について、活発な御議論を進めていただくようお願いをいたしまして、私

の挨拶にかえさせていただきます。 

○藤山（事務局） どうもありがとうございました。 

 本日、御都合により御欠席される委員の代理の方を御紹介します。 

 ●●の代理として東京都総務局危機管理監、●●様です。●●の代理として株式会社ロ

ーソン、●●様です。●●の代理として日本経済団体連合会、●●様でございます。●●

の代理として横浜市危機管理監、●●様でございます。 

 なお、本日は、●●、●●、●●が御都合により御欠席となっております。 

 資料の確認は割愛させていただきます。 

 議事に入ります前に、議事概要、議事録及び配付資料の公開について確認をいたします。 

 議事概要は、会議終了後速やかに発言者を伏せた形で公表することとし、また詳細な議
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事録につきましても、発言者を伏せた形で作成し、委員の皆様に御確認いただいた上で、

本ワーキンググループの終了後１年を経過した後、公表することとしております。 

 また、本日の資料につきましては、非公開資料を除き公開とさせていただきます。 

 なお、本日は、会議終了後の記者ブリーフィングは予定しておりません。 

 それでは、以降の進行を●●にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○ ●● それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、１番目の「社会の安定化のための対策」につきまして、●●、●●より資料を御

説明いたただいた後、意見交換をしたいと思います。 

 それでは、初めに●●より、資料の説明をお願いいたします。  

 

資料説明 

 

○ ●● この会議がワーキンググループだというのを忘れておりまして、ワークせよと

事務局のほうからいただきまして、急遽資料をつくらせていただきました。資料は１－１

をご覧いただきたいと思います。 

 ここのテーマは社会の安定化対策ということで、社会的混乱、治安の悪化とか物資不足

等を含んだ意味で社会的混乱という言葉を使っておりますけれども、それにどう対応する

かということであります。 

 なかなか幅広いテーマなので、どういうふうに考えたらいいかということで、最初に１

ページ目にありますように、社会的混乱というのはどういうタイプのものがあるのか、タ

イプによってそれぞれ安定化対策というのは違うのではないかと、そういうことでタイプ

を幾つか分けることにいたしました。 

 漏れているかもしれませんけれども、大きく原因から考えて起き得る社会的混乱という

のは、５つぐらいあるのではないかということであります。 

 １つは、救助とかけが人の治療とか避難所とか緊急物資、その他応急対策にかかわるも

のすべてに共通するわけですけれども、そういうサービスを受けたい、あるいは物資が欲

しいという人に対して、供給のほうが追いつかないという応急対策に関する需給ギャップ

というものがあって、そのギャップがあって不足をするという事態になると、さまざまな

奪い合いであるとか略奪であるとか混乱が、そのベースとして需給ギャップがあるために

起きてくるというのが１つタイプとしてあるだろうというわけです。 

 もちろん、これに対しては緊急輸送をしたり、広域搬送したり、さまざまな対策をして

やるわけですけれども、基本的には供給をふやすということが一番望ましいわけですけれ

ども、それと同時に平時からさまざまな形で応急対策需要を減らしておく、需給のマッチ

ング、例えば特定のところには非常時に救助あるいは緊急物資が行くのだけれども、ほか

のところには回らないというケースもあります。 

 そういう意味で、需給のマッチングの仕組みを改善するとか、広域対応ももちろんそう
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ですけれども、事前、事後を含めてこういう対策を基本的にとるのが重要だというのがこ

の混乱のタイプに対する対策だろうと思います。 

 ２番目が、そういうものではなくて人々の移動がもたらす混乱ということで、首都直下

の場合には帰宅行動を起こす人は1,000万人規模いるかもしれませんし、避難も時間的に帰

宅行動と一致してしまう時間帯もありまして、それが数百万という規模になると、その人

たちの流れがさまざまなところで衝突する。人の流れが交錯したり衝突したりする。その

結果、以前、花火の見物をする人の間で起きたような、そういうふうな混乱が起きるので

はないか、そういうことが２番目のカテゴリーとして考えられるというわけです。 

 もちろん、これは一斉行動を特に帰宅行動については抑制してもらう。そのためにさま

ざまなことが検討されているわけですけれども、それを実際に行う、あるいは混乱が想定

される場所で人の流れを統制する、交通整理的なことを行う。これもさまざまな対策があ

って、これは既にさまざまなところで提案されているとおりだと思います。 

 ３番目が犯罪関係で、被災地内に入ってくる便乗犯罪と言ったほうがいいのかもしれま

せんけれども、そういう犯罪を引き起こすような人が入ってくることによって起こる混乱

ということであるわけです。こういうことは後にも御説明する流言というものと相まって

大きな社会的混乱を引き起こす可能性がある。もちろん、それに対して防犯パトロールで

あるとか立ち入り禁止措置とか、さまざまな対策がありますし、流言対策も実施しなけれ

ばいけないというタイプが３番目のタイプ。 

 ４番目は、買いだめとか預金引き出しに関係することですけれども、さまざまな不安が

あって、ひょっとしたら物が足りなくなるかもしれない、あるいは金融機関が倒産するか

もしれないという不安があって、だんだん被害の規模が大きいことがわかってくるにつれ

て、その不安も増大してきて、その結果、何らかのきっかけで一斉行動というのが起きる。 

 これはどちらかというと被災の周辺地区で起こることが多いわけですけれども、これに

対して不足物資をとにかく応急的に増強する、生産力を上げていって、物なり預金引き出

しに対しても対応する、そういうことが必要になってくる。もちろん、平時の対策も重要

である。 

 ５番目が、こういう１～４のさまざまな混乱を拡大する、そういう要素になってくるの

が流言ということで、流言そのものによって別のタイプの社会的混乱というのが起きるわ

けですけれども、それだけではなくて、１～４のような混乱を拡大し、深刻化させる危険

性も高い。そういうことであって、流言対策は流言のタイプによって違って、２ページ目、

基本的に流言というのは未確認の情報ということで、口づてもしくはメディアを通じて流

通するというわけで、最近は携帯とかスマートフォンの普及によって、それが通じている

間はこういう流言も非常に多く流れる状況になっていますけれども、必要な情報が入らな

い中で、その不足を補うためにさまざまな予測とか推測をする中でできてくるということ

が多いというわけです。 

 それもいろいろなタイプがあって、そこに６つほど書いておきましたけれども、もとも
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と震災前から何らかの社会的不安がある、心配事があるということになると、皆さんに共

有されているような不安がある。それが震災を契機にして現実化するのではないか、それ

を食い止めるための情報がないと、流言というのがどんどん拡大してくるという可能性が

高い。一番多いのは、被災状況に関するものであるわけです。実際の被害よりかなり深刻

な内容によって伝えられる。これは大丈夫だという情報はなかなか流通しなくて、大変だ

という情報が流れやすいということもあって、人々の間に入ってくる情報は深刻な内容に

変容する危険性が高い。 

 犯罪関係とかそういうもの、窃盗とか略奪とか暴動とかレイプとか、こういう形の深刻

な事態が発生しているという関係の流言も多くなってくる。あるいは実際に余震が頻発し

ているわけですけれども、その余震に関して、もっと大きな地震が来るとか、そういうた

ぐいのものとか、大津波の話とか、富士山が噴火するとか、そういうたぐいの話も当然出

てくる可能性がある。物不足とか燃料不足という形のものもありますし、対応行動を指示

する、あるいは示唆するようなものも多いということです。 

 東日本大震災のときのものは、後ろの６ページ、７ページに調査結果を幾つか挙げてお

きました。これは実際に東日本大震災のときに起きたうわさで、例えば被災地で犯罪行為

が多発しているなどというのは、３分の２の人に認知されている。そういうこともありま

すし、コンビナート火災によって有害物質を含む雨が降るというのも半分ぐらいの人が認

知している、そういうところまで届いている。 

 どういうルートで届いたかというと、ものによって違っていて、「テレビ・ラジオで見

聞きした」というのが一番多いわけですけれども、これはテレビ・ラジオで本当にやって

いたかというとそうでもなくて、それから受けた印象でそうなっているケースも多いだろ

うと思います。 

 コンビナート火災のものは特殊で、「メールで見た」とかSNS関係、ツイッター関係もか

なりそこで出ているということであるわけです。 

 最後、７ページのところにも少し書いてありますけれども、若い人のほうがどちらかと

いうとそういう情報に接するということでありますし、メールという手段が新しく出てき

て、そういうルートを通じてこういう流言が拡散する。もちろん、流言でない正確な情報

も流れているわけですけれども、そういうものが混在しているという状態が出てくるとい

うことであるわけです。 

 そういう流言対策というのはなかなか難しいわけですけれども、基本的にどういう流言

がどういうルートで流れているのか、こういうモニタリングが不可欠であるわけです。こ

れは流言だけのモニタリングなのか、さまざまな相談とか問い合わせみたいなものの中で

モニタリングをやるのか、そういう問題点もありますけれども、いずれにしても、さまざ

まなルートからのモニタリングをして、その流言の影響度を評価して、深刻なものについ

ては正しいのかどうかを調査して打ち消していくということであるわけです。 

 誰がどういうメディアを使って、どういうタイミングでやるのか、これは結構難しいこ
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とですけれども、こういうものも考えておかなければいけないということであるわけです。

アメリカでは昔、人種の暴動騒ぎがあったときから、今も幾つか残っているところがあり

ますけれども、地方政府、市町村などでRumor control centerというのをつくって対応し

たことがあります。これはコールセンターのようなものですけれども、なかなかうまくい

かなかったという話も聞いています。 

 何がポイントだったかというと、コールセンターに対するというか、地方政府に対する

信頼性というのが一番の問題で、信頼のある情報、そこからの情報は正しいのだというこ

とがはっきりしていないと、なかなかこれがうまく活用できないというところがあるとい

うことです。 

 その後のものは詳しく御説明しませんけれども、社会的混乱というのは物理的な被害想

定というか被害に続いてさまざまな形でそれに反応する形で起きてくるということなので、

シナリオをある程度書いておかないといけない。どういうことが起こり得るのかというシ

ナリオをつくって対策を事前に検討しておくということが必要だろうということであるわ

るわけです。ちゃんとしたシナリオにはなっていませんけれども、幾つかのシナリオを頭

出ししておきました。 

 最後、５ページ目のところですけれども、地域別にそういうのを書いていくわけですが、

政府のBCPなどを考えると、政府機能の麻痺ということが起きた場合のさまざまな問題点、

その辺もしっかり考えておく必要がありますし、そういうものがしっかりしていないと、

今、私が門外漢ですけれども、一番心配しているのは、実際に起きた場合に復興国債の発

行がなかなか難しくなる。国債の下落と一緒に対応しなければいけない、復興問題を考え

なければいけない、こういうのが一番厳しい事態なので、こういうことを避けるような形

でしっかりしたメッセージを政府は出す必要があるだろう。この点は最後に補足しておき

たいと思います。 

 以上、簡単に御説明いたしました。 

○ ●● ありがとうございました。 

 続きまして、●●より、資料の説明をお願いします。 

○ ●● 前回お休みをしたこともあって、私はメモを出さなくてもよかったのかもしれ

ないのですが、メモを書いてしまったので報告をさせていただきます。 

 私のほうは、復興へどういうふうに向かっていくのかという視点から、社会が安定して

いる、特に被災地域の社会が安定しているということが首都の迅速な復興へつながってい

くので、災害直後の時期、避難生活、仮設生活の時期、復興へ向かう復旧期、ここをいか

に安定化するかということが特に首都では大事なのかなという観点で、●●のメモに若干

ある意味では補足かもしれませんが、かぶさっているところもあります。 

 特に災害直後の首都の状況で行きますと、２ページ目に震度予測図、これは文部科学省

のプロジェクトの結果です。いわゆる中心的な被災地と言っているのが震度６強の茶色の

ところ、黄色いところ。恐らく周辺が黄色から緑にかかる、あるいはブルーにかかるよう
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なエリアということになろうかと思います。 

 特に中心的な震度６強の地域では、１ページに戻りますけれども、一番混乱の大きな背

景に火災の発生ということがあるのではないか。東京都の昨年４月に公表したものにより

ますと、東京湾北部で800件の炎上火災、阪神と同じ直下型で同じような同時多発と想定す

ると、15分で30％の炎上火災が発生している、２時間で約50％の炎上火災が発生している。

こういう400件ほどの火災が燃え広がり出しているところでどのように対応するか。混乱は

避けられないわけですけれども、しかしながら、命を守るためのシステムとしての広域避

難。特に避難場所への火災から命を守る避難というのを少しシステマティックにしておく

ことが大事ではないか。 

 状況をどう判断して、誰がどういうふうに指示をして、どういう避難行動によってどこ

へ逃げるのかということを改めて確認しておくことが混乱を静めていく上で非常に重要で

はないかということです。 

 火災がおさまった後、恐らく避難生活という時期に入って、避難場所から避難所への移

動ということになるかと思います。この時期に、首都圏ですと１都３県に被害が出ますの

で、かなり広域的な避難、特に避難が集中するエリアでは避難所の不足ということになろ

うかと思います。ただ、阪神大震災での復興の歩みということを見ますと、３日目ごろか

ら調査を始めて、２週間目には確実に地元に復興についての呼びかけが始まる。そのとき

に、地元のキーパーソンがいるかどうかということがその後の迅速な復興に非常に大きな

かかわりを持ちます。 

 そういう意味で考えると、避難期にキーパーソンにどのように地元にいてもらえるか、

あるいは情報をキャッチしているか。さらにその先、仮設住宅期ですけれども、まさにこ

の時期が復興の地域のまちづくりという意味では最も重要な時期に重なってくるかと思い

ます。東京都の震災復興マニュアルでは、時限的市街地という発想をしておるのですけれ

ども、この発想をもう少しリアリティを持ってシミュレーションしてみる必要があるので

はないか。 

 東日本を見ておりますと、これまで復旧というのを飛ばして、何となく復興をよりよく

すればいいというイメージが私自身の中にもあったわけですけれども、どうもこれからは

復旧をいかに迅速にするか、仕事と生活をいかに急いでとりあえず確保し、それから復興

へ向かうか。復旧期の社会安定というのは非常に復興にとって重要なのかなと思っており

ます。 

 ３枚目、迅速な復旧と着実な復興をするための被災後の社会の安定ということで、特に

復旧期を急ぐという意味では、例えば仮住まいというのも質の向上ということと量の確保

というのがトレードオフの関係にあります。首都直下地震のような大規模災害で考えると、

一定の水準を押さえて量の確保をすることによって、仮の住まいの場所を確保するという

ような方策も必要になってくるのかなと思っています。 

 仕事についても、なるべく早く仕事に戻れるような復旧という仕組みを、産業経済につ
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いては救助法マターでは全くないわけですけれども、まさに社会を救助する上での経済活

動に対する復旧対応というのが重要ではないかなと思っています。 

 東京都がマニュアルで示しております時限的市街地というのは、被災した市街地を時限

的に一括借り上げして、そこを公有地とみなして、時限的に都市計画を停止して、そこを

関係権利者が居住する仮設住宅のみならず事業用の仮設住宅も確保して、そこでの協議を

経て、言わば仮設の町、時限的市街地を再開発するように復興を目指していく。復旧期で

地域の安定を図りながら、地域の人たちが復興へ向かっていく、そういう仕組みというも

のをシミュレーションしてみる価値はあるのではないかと思っております。 

 この首都圏で3,000万人がいるわけですけれども、この人たちが動き出してしまうと、恐

らく収拾のつかない事態というのが起きて、それ自体が非常に大きな課題になって、これ

は●●の御指摘のとおりではないかなと思っております。 

 雑駁ですけれども、そのようなことを少しお話しさせていただきます。 

○ ●●ありがとうございました。 

 それでは、意見交換に移りたいと思います。御発言のある方、どうぞよろしくお願いし

ます。どなたか委員の方、御発言、御質問や御意見等ございますか。 

 

審 議 

 

○ ●● ●●、お願いします。 

○ ●● 質問をよろしいですか。先ほどの●●の本当に貴重なお話、ありがとうござい

ました。 

 流言についてなのですが、実際に流言ではなくて深刻な犯罪といったことが起こってい

たと聞いたのも、それも流言だったのでしょうか。きれいごとだけではない、日本人の譲

り合いの精神とかそういうことが随分クローズアップされていて、それは実際そうだった

のですが、現地ではそうではないことが幾つか起きているということをある程度取材して

調べたといった人から私は聞いたのですが、いかがなのでしょうか。 

○ ●● ●●、どうぞ。 

○ ●● 実態は詳しくはわからないのですけれども、今までのケースだと、実際に確か

にあるのですけれども、あらゆるところでそれがあるように受け取られてしまう。ですか

ら、それが本当は１件なのか、10件なのか、100件なのかわからないのですけれども、恐ら

くそんなに数はなかったのだけれども、それが被災地全体でそういうことが起きている、

あるいは全ての避難所でそういうことが起きているようになってしまう。だから、事実関

係をちゃんと押さえるということは極めて重要であるわけですね。 

 流言というのは、必ずしも別に悪いという側面ではなくて、それは情報が足りないので

どうしても起こってしまうということであるわけです。だから、正しい情報でもってそれ

をチェックすると同時に、やはり対策をとってもらわないといけないわけです。犯罪が起
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きないような形の対策をとってもらわないと、流言だけ抑えようと思っても難しいところ

があると思います。 

○ ●● ありがとうございました。 

○ ●● ほかにいかがですか。 

 それでは、ローソンの方、どうぞ。 

○ローソン ●●、ありがとうございました。特に私どもの事業の中で、実際に東日本で

いろいろ感じていることを少し意見として述べさせていただきたいと思います。 

 まず、３番目の犯罪者がふえるのではないかということですが、これは量の問題はある

かもしれませんが、事実、コンビニエンスストアにはATMを置いてあって、結構荒らされた

のです。これが防犯パトロール云々ということがしっかりされているのであればですけれ

ども、そういう体制が十分でないと、そこの犯人検挙というところも当然行きませんし、

そこはゼロではなくて事実そういうことがあるなと思います。対応策は何かと言ったら、

やはり防犯パトロールであったりこういったことしかないのかなと思いますが、そういう

事実はありましたということです。 

 ４番目の事象で書いてある買いだめなのですけれども、買いだめという行動は、そもそ

も私どもは何とか被災地に商品を届けようとして、かといってサプライチェーンは断絶し

ているわけなので、被災地からより遠いところからどんどん物資を運ぼうとしているので

すけれども、実際消費者の行動はどうかというと、皆様方もそのとき感じられたように、

コンビニエンスストアで東京都内で即日商品がなくなるような状況で、どんどんそういう

傾向は広域に日を追うごとに広がっていくわけです。そのうち広域で遠いところでも被災

地に何か物を送るというと、そこで買いだめも起こるのです。 

 ですから、この買いだめの行動というのはそういう意味で十分に物資が供給されないで

あろう先の予測、情報がない中でどんどん目の前で物もなくなっていくし、一方で、今、

申し上げたように事実商品がどんどん１人の買い上げ点数が多くなればなるほどなくなっ

ていくところなので、ずっと増長していくということだと考えております。 

 いろいろ書いていただいている中で私個人的に思うのは、やはりメディアも含めて起き

たことの今を伝えるので、その今を見ているとみんな不安になるのです。しかもそれをメ

ディアなどだと一番視聴者なりがインパクトのある強いメッセージをどんどん送ってくる

わけですから、そういう意味では先々の情報を半歩先でも正しい情報を流していくという

ことが実は流言を少し抑える手立てになるのではないかなと思っております。意見までと

いうことです。 

 以上です。 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、●●、どうぞ。 

○ ●● 少し余計なことでもいいですか。お二人のお話しを伺っていて２つのことを思

うのです。 
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 １つは、外国を意識する必要があるのではないか。今、阪神のときからまた20年たとう

としています。その間、グローバリゼーションというのはうんと先へ進んでいます。笹子

のトンネルが落ちた日とM7.4の宮城県沖の地震が起こったときに、私外国にいたのです。

片方はニュージーランドにいて、片方はナイロビです。 

 まず笹子が落ちたときにCNNは、首都高をバックにしゃべっているわけです。私が聞いた

のは、首都高のトンネルが落ちたと、それこそ流言なのだけれども、そういう言い方をす

る。それはあり得ると思って一生懸命Web上を探したら、笹子トンネルだということがわか

った。 

 今、市場はすごく敏感にいろんなものを反映するという、スタンスは非常に大変なので

はないか。7.4のときには東京M7.4ときたのです。会議をやっていて後ろから紙が回ってき

て、見たら東京7.4と書いてあって、うそ、首都直下が起こっているわけないだろうと思い

ながら、Web上で探してみたら、宮城県沖なのかと、最大震度も５強ぐらいなのだから大丈

夫だと思ったのです。外国の方は東京のことをよく知らない、あるいは日本のことをよく

知らないという人が圧倒的に世界には多くて、その人たちが何かあればすぐ全部東京にス

トーリーを還元して、そこにすごいシナリオを展開してくれる。それで一斉にいろいろな

ものが動くと大変恐ろしいのだろうなと。 

 だけれども、何かそういうのに対して我が国あるいは日本の放送局も含めてだけれども、

海外に向けてそんなことは大したことないと思っているのかもしれませんけれども、余り

説明をしていないような気がします。これは大したことがないから時間がたてばおさまる

というのでいいのだろうけれども、本当にすごい事態になったときに、先ほどの首都圏壊

滅という情報が、壊滅しない、あるいはこの前もここで議論しましたけれども、遷都はな

い、一時的に機能を移すことがあっても、必ずここで復興するみたいな強いメッセージと

いうのは海外に対して非常に重要なことではないか。例えばどこかで流言というのは、あ

る意味では海外ほど増幅しそうな気がするので、それを考えておく必要があるのかなと思

いました。 

 ●●の話を聞いていて思うことは、これは時間との勝負だと思うのです。先ほどの供給

の話もそうなのですけれども、いつまでと見通しがもらえれば、それなりにみんなは計算

を立てる。ところが、責任を持っているところがとてもそんなことは言い切れないという

ことで情報を出さない、それが逆に疑心暗鬼を生んでいるということを考える。 

 例えば今、●●が書いてくださっている、それが復興というときに10年でやるのか、30

年でやるのかと考えると、全然イメージは違ってくるわけです。では、どのくらいの時間

の枠で物事を捉えていくのか。意外とこの中でも思っている以上に早く、例えば仮の住ま

いの問題などもそうだと思うのですけれども、仮設住宅をつくれと今一番強い圧力で聞き

ます。１カ月ぐらいで決めなければいけないとなると思いますけれども、では仮の住まい

の確保はどうしても必要だとしたら、どういう計画、全体像でいくみたいなことは早めに

宣言をしていただく。そのかわり、ではそこに10年いてくださいとする。今は２年で、あ
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とは半年ごとみたいな現行法制の中での動きですけれども、首都直下のカタストロフィッ

クな災害ですから、本当にそれをそのまま当てはめられるのか。 

 時限的市街地というのも概念としては魅力なのですけれども、これを何年の時限と考え

るのかによって随分違ってくるような気もする。時限のつくり方も随分違ってくる。これ

はニュージーランドのカンタベリー、クライストチャーチの地震で市街地がやられて、今、

時限のシティセンターがあるのです。全部コンテナなのです。コンテナをカラフルに塗り、

組み合わせて２階建てにしてみたり３階建てにしてみたりしながら、なかなかいいのです。

これは10年やってもいいなと思うぐらいの感じ。 

 そういう意味で、時限の間隔が２年でやってしまうとしたらそこまで投資するのかとか、

あるいは10年だったら時限レベルで投資するに値するとか、随分変わってくるので、その

辺の時間のスパンというのを考慮、あるいは何か目途みたいなものを議論してもいいので

はないかと思いました。 

 その２点です。 

○ ●● ありがとうございました。 

 ほかにいかがですか。 

 ●●、どうぞ。 

○ ●● ●●の資料で、私、昨年マスメディア対応という講演会があったので聞いてき

たので、ちょっと重なるところがあるなと思っていまして、通常、情報を出す側はやはり

正確なものを出したいということでどうしても時間がかかるのですけれども、マスメディ

アとか普通の住民の方々は、早く知りたいというところにギャップがあります。 

 聞く方としては、今、何が起きているか、それがなぜ起こっているか、今何をしなけれ

ばいけないか、今後何をしていくべきかといったことが知りたいと。それは一遍には答え

られないことですけれども、検討中であれば検討中としっかり発することが重要だという

お話をいただいています。 

 例えば悪い例ということで言われたのは、福島原発で農産物。放射能が検出されたので

出荷制限しますという通達が出ましたけれども、それは原発の爆発で放射能が検出された

ので出荷を止めますと、そこまでしか書いていない。では、止められた後、生産者はどう

すればいいのか、実際に私ども食料を調達する側としてどうすればいいのかということが

全く見えない。そういったところで、悲惨な例ですけれども、悲観して自殺された方も出

てしまったということで、そういったところに対しては現在、政府で検討中で、いつぐら

いまでにそれについて公表する予定ですとか、そういう先を見せてあげるということがま

ず必要だということをおっしゃっていました。 

 あと、いろいろな情報を結構インターネットを介してばらばら流言のようなものも出た

りしますけれども、そういったことに対してはいちいちインターネットでは答えない方が

いい。１つ答えると、それに対してまたインターネットでどんどん話題が広がっていくと

いうことで、一応こちらで発信することはして、問合せがある場合は問合せ先を明記する
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だけにする。そうすると、本当に興味のある人は問合せするし、そのときの一時の感情で

騒いでいる人たちはそこから離れていくということで鎮静化に向かうといったこともあり

ますということでお話をいただいています。 

 あとこういった実際の震災が起こったときというのは、リスクコミュニケーションとい

うよりはクライシスコミュニケーションと捉えたほうがいいですと。これは非日常的、緊

急的ということなので、平時の体制づくりとか訓練、こういったことでそれなりの経験を

積んでおくということが重要だというお話があったということを紹介させていただきます。 

 もう一点、先ほどローソンさんもおっしゃいました買いだめと流通、供給ですけれども、

これは前もお話ししましたけれども、石油の方も経験しておりまして、東京でも随分ガソ

リンスタンドの前に自動車が並びました。結局、被災地の方へ送るべきものがそこで消費

されてしまうというのもありましたし、輸送手段自体がないというのもございました。実

際には震災発生後、翌日から西日本の製油所は既に増産に入っています。そして、被災地

に燃料を届けるということで１週間ぐらいでフル生産にまで上がったのですけれども、結

局運ぶ手段が限られているものですから、つくっていても途中にタンクがいっぱいになっ

てしまうのです。そうすると、少し生産を落とさざるを得ないということで、一旦上がっ

た生産が少し下がるという局面もありました。 

 その後、政府の緊急車両への認定とかそういったことを迅速にしていただいたので、ま

たどんどん輸送がはかどるようになって、大体１カ月ぐらいは100％の稼働で燃料を供給し

たということもありましたので、流通網をどう確保していくかというところも１つ重要か

なと思いますし、流通網をなかなか確保できないというのであれば、やはりそこの各地各

地で何を持っておかなれければいけないか。備蓄をどの程度その場で持っておくか。各個

人の家庭でもありますでしょうし、公共で持つべきものもあるかと思いますけれども、そ

ういったことをなるべく前向きに発信して、それなりに対応をとっておいていただくとい

うこともひとつ重要かなと思いました。 

 以上です。 

○ ●● ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいですか。 

 それでは、今の項目についてはこの程度にいたしたいと思いますが、なおまた御意見、

お気づきの点があれば、後日、事務局のほうにお出しいただきたいと思います。 

 続きまして、「東京都地域防災計画の見直しについて」に移りたいと思います。 

 初めに、東京都より資料の説明をお願いします。  

 

資料説明 

 

○東京都 東京都の総務局の企画調整担当部長の●●と申します。御説明いたします。 

 資料といたしましては、お手元の資料２、参考資料１がございます。２つございます。
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主に資料２でやらせていただきたいと思います。 

 これは地域防に至るプロセスでございますので、特に中ほどに東京都防災対応指針とい

うものを一昨年11月につくりました。これは考え方をまとめた。昨年４月に被害想定を見

直して、11月、地域防災計画を改定、修正いたしましたもの。 

 次にいってください。これが前提となる被害想定です。被害想定につきましては、この

ワーキングでも一度御説明させていただいておりますが、計画の前提となりますので、ポ

イントのみ説明させていただきます。 

 今回、私どもは、従来やっておりました東京湾北部地震、多摩直下地震に加えまして、

津波の想定ということもございましたので、元禄型関東地震、立川断層帯地震、４つの地

震を対象といたしまして、最新の知見、手法を取り入れまして、地震防災の第一人者の方々、

●●、●●にも御協力いただいておりますが、御議論いただきました。 

 次にいってください。文科省の防災・減災プロジェクトの成果も踏まえまして、特徴と

しては揺れが強くなったということで、震度７が出るとともに６強の地域が広範囲になっ

たということです。 

 区部では、東京湾北部地震の場合、区部の７割が震度６強以上。津波については、満潮

時、地盤の沈下を含めまして、最大T.P.2.61ｍということでございました。死者について

は9,700人ということで、木密地域を中心として建物倒壊、焼失による大きな被害が出ると

いう想定でございます。 

 おめくりください。これはごらんになっていると思います。地震の震度分布でございま

すので、説明は省略します。 

 次が津波・高潮でございます。津波につきましては、元禄型の関東地震ということで、

記録上、過去最大の津波被害をもたらしたと言われる元禄関東地震を対象といたしまして、

最新の研究成果を踏まえて最大クラスの津波が生じるモデルという位置づけで行谷ほかモ

デルを使いまして被害想定を行ったところでございます。都としては、相模トラフ沿いを

震源とする地震ということで、東京湾を襲う最大級のものということで想定したと考えて

ございます。これにつきましては、先ほど申し上げましたが、T.P.2.61が最大ということ

でございます。 

 これを前提といたしまして、東京都としては、整備計画を策定し、予算化し、既にいろ

いろな対策に着手して取り組んでいるというところでございます。なお、島嶼群につきま

しては、御蔵島で最大22ｍの津波というデータが出ています。 

 おめくりください。こちらは人的被害等でございます。赤い部分で囲っておりますのが、

東京湾北部地震、マグニチュード7.3。冬の夕方６時、風速毎秒８ｍという前提で出したも

の。これが４つの地震の中でも最大の被害ということでございます。死者が9,700人、負傷

者が14万7,600人、建物全壊の被害が約30万棟ということになってございます。 

 おめくりください。次は首都直下地震の被害想定②ということで、残りの３つの被害と

いうことでございます。説明は省略させていただきます。 
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 次が、先ほど申し上げました揺れが強くなったということに伴う被害のありようという

ことで、上が全壊棟数、下が焼失棟数ということで、特徴的には江東デルタ地域中心とし

て東部地域、地盤のやや弱い地域に被害が大きい。火災については、いわゆる木造住宅密

集地域のエリアとリング状にリンクしていますが、それと重なるような形で火災被害が想

定されるということでございます。 

 おめくりください。冒頭に申し上げました防災対応指針でございますが、地域防の修正

に当たりまして基本的な考え方、精神ということですが、東京の防災対策の目的といたし

ましては、都民の命を守る、都市の機能を維持する、この２つが目的でございます。当た

り前と言えば当たり前ですが、改めてこういった原点を確認するという意味でまとめてお

ります。 

 そして、東京の防災力を高度化するに当たりましては、下のほうにございますが、多様

な主体が個々の防災力を高めるとともに主体間の連帯ということで、行政だけでなく、あ

らゆる多様な主体を巻き込んで進めているということと、右側、いろいろな施策を重ね合

わせて、ソフト、ハードを組み合わせて多重化、重層的な施策推進、バックアップを確保

していく、そういう精神でやっていこうということです。 

 おめくりください。地域防災計画（震災編）の修正でございます。基本的な考え方は、

今申し上げてきた４月に出した被害想定を踏まえまして、これで明らかになった防災上の

課題、東日本大震災の教訓を踏まえてやるのだと。 

 ポイントとしては３点ここに掲げてございます。一言で言いまして、より具体的な計画、

実用性のある計画にしていこうということで、できるだけ具体的なものにしていこうと。

さらに２番にございますが、予防・応急・復旧といった災害のフェーズに応じた対応策を

構築していこうということで、そういった段階的にやっていくという施策を構成しました。

ですので、予防・応急・復旧までということでの修正ということになってございます。 

 おめくりください。被害想定と対策の目標でございます。被害想定を踏まえてやってい

ると申し上げましたが、特徴としては強い揺れ、火災による重大な人的被害、都市機能を

支える住宅、ライフライン等に大きな被害、この２つが大きな特徴と捉えまして、これを

どう減災していくかということで、３つの視点、それぞれにつきまして減災目標を掲げて

施策を体系化したということでございます。 

 おめくりください。以降につきましては参考資料１とリンクいたします。こちらの資料

はもう大くくりにしておりますが、もう少し子細な形で参考資料１に掲げてございます。 

 まず、視点１が自助・共助・公助を束ねた地震に強いまちづくりということで、主に大

雑把に言って予防対策というような理解でよろしいかと思います。目標としては、死者を

約６割減少、避難者を４割減少、建築物の全壊棟数を約６割減少という形の減災目標でご

ざいます。人数を書いてございますが、これは東京湾北部地震による被害数から減らすと

いうことの数でございます。 

 主な取り組みといたしましては、自助・共助に対するテコ入れということで、消防団の
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体制強化、防災隣組、これは東京都独自の事業でございますが、自主防災組織の支援とい

ったような取り組み。 

 町の耐震化ということでございますが、緊急輸送道路、沿道建築物などの耐震化向上。

電源の確保、ライフラインの確保。木密住宅不燃化10年プロジェクトといった、先ほど申

し上げました東京の弱点でございます、木造住宅密集地域の不燃化、耐震化といったこと

を進めているということです。 

 津波につきましては、都の被害想定では甚大な被害ということは余り想定されないとい

うことでございますが、より強固にしていくということで、津波等の対策。島嶼につきま

しては、港の施設の耐震化等を図ってまいります。 

 視点２でございます。おめくりください。こちらは都民の命と首都機能を守る危機管理

の体制づくりということで、発災直後のオペレーション系の施策が主でございます。 

 目標につきましては定性的でございますが、中枢機能を支える機関の機能停止を回避、

帰宅困難者の安全確保ということをうたってございます。 

 取り組みとしては、自衛隊等との特に広域的な連携、広域的な支援をいただくというこ

とが重要な意味があると捉えておりますので、こういった受援の仕組みと直後の東京都を

含めた行政のオペレーションの体制を強化していこうということで、対症療法的なものを

見直すということで危機管理体制の強化。 

 医療の充実ということで、災害医療コーディネーターによる初動医療体制、ドクターに

オペレーションをしてもらうという発想です。 

 医薬品等の確保、都内の全病院に災害の役割を担っていただく。 

 帰宅困難者対策の推進、安否確認等を初めとする情報通信の確保となってございます。 

 最後の３つ目の視点が、生活者の支援を支え、東京を早期に再生する仕組みづくりとい

うことで、ライフラインを60日以内に95％以上回復ということで、それぞれのライフライ

ンにつきましてはここにあるように、早い７日から60日までということでございますが、

それぞれより短い時間での回復をお願いしている。当面の生活を支えるとともに、ライフ

ラインの回復とあわせて早期に生活再建の道筋をつける。これを目標３でやっていくため

に、避難場所、避難所の整備、安全化。避難所の運営につきましては、女性あるいは要援

護者の視点、そういった配慮を特に東日本大震災の教訓を踏まえて、避難所の運営マニュ

アル等を見直すといったことを進めてまいります。 

 備蓄、調達による物資の確保、物資の輸送の効率化ということで、備蓄量の増あるいは

民間のノウハウやマンパワー等を御協力いただくような物資の確保策を講じていく。ライ

フライン施設の耐震化を進めていく。 

 これは●●にもいろいろ御努力いただいておりますが、り災証明書を早期に発効するた

めにシステム化というようなことを進める。応急仮設住宅の供給迅速化といったことでご

ざいます。 

 最後のペーパーでございますが、今まで申し上げたのが主なものということでございま
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すが、全体の項目としては、①～⑫までございます。それぞれが３つの視点でまとめられ

ております。 

 それぞれの対策、例えば①などにつきましても、それぞれ予防・応急・復旧というフェ

ーズに応じて、この段階では何をするというような形で示しております。細かくなります

ので、それは省略させていただいております。 

 ということで、雑駁でございますが、東京都の地域防災計画の概要でございます。 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、今の東京都さんの資料について質疑応答に移りたいと思います。どうぞ御発

言のある方はお願いしたいと思います。どなたかいらっしゃいますか。 

 

審 議 

 

○ ●● ●●、お願いします。 

○ ●● いち早く被害想定をして、そして地域防災計画の見直しということで、復旧期

まで中心に見直されたということでした。この中でいろんな課題がまだまだあるのですけ

れども、その中で一番大きい課題の１つが、被害想定でも負傷者15万人という数字が出て

いまして、別にはできないのですけれども、災害時要援護者という方は別にしても、新た

に15万人の言わば災害時要援護者が発生するということですね。そうすると、先ほどの広

域避難とか広域という話がいっぱい出てきたのですが、神奈川、千葉、埼玉、それぞれも

被災地ではあるのですけれども、首都圏全体で都県を超えてどうするかというようなこと

が非常に重要になってくるのかなと。 

 とりあえず今拝見すると、やれるだけ都内でクローズで頑張ってみましょうという地域

計画だと思うのですが、隣接都県あるいは政令指定都市も入れると９都県市の構造ですけ

れども、その辺は今後どういうふうに展開されようとするかという見通しなり何かござい

ましたら、補足していただければと思うのです。 

○ ●● それでは、東京都さん、お願いします。 

○東京都 今の御質問ですけれども、基本的には東京都の中で、今、ものすごく被害見積

りを分析しております。そうすると、東京の中でも地域によって、被害にどういう要領で

対処したらいいかというのが全然違います。例えば川が近いところ、都市の真ん中、海が

近いところ。それによって、どういうふうにして●●が言われたように、14万人の方がど

ういう状態になるかとやっております。 

 それに対して、まずは恐らく人も入れないし、環七のところがものすごく火事で、そう

すると、東京がひょっとしたら環七の外と中と真っ二つになるかもしれない、大体そんな

ようなイメージをしております。その中で、海から助ける、川から助ける、道路で助ける、

ヘリで助けると、まず命を助けることと、傷病者をどう運ぶかということを段階的に具体

的に考えております。それがまず72時間。その後、では東京でできないときはどうするか
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というと、今、ヘリだとか当面の交通網をしっかり確保しようと、そうすると、そこでで

きるヘリだったらすぐ埼玉だとかいろいろなところへ飛ばすことができますので、そうい

う72時間の救助体制をつくり、それを今度は拡大することによって、今おっしゃった９都

県市、もっと遠くというところにできる。大体今そのようなものの考え方でやっておりま

す。 

 当面、今年から対応を明確に始めましたので、今72時間、今度だんだん外に向かって、

今おっしゃったようにいろいろなところと連携する。まず、今我々がやっています対応力

のところは72時間に集中してやっております。今、そのような状況でございます。 

○ ●● 今の関係で、では●●から、それから●●、お願いします。 

○ ●● 先ほど●●がおっしゃったこととも関係するのですけれども、72時間というタ

ーゲットはもちろんいいと思うのですけれども、どのくらい本当にさばけるのか。避難す

る人もけが人もそうなのですが、ヘリで運ぶ人は相当限定的で、運のいい人しか運んでも

らえないのではないか。陸上でやるとか、そういう一種のシミュレーションをして、多分

足りないのではないか。その分どうするのかという問題になってきて、どうやって選択を

してくるのか、トリアージなどもなかなかうまくいかないような気もしますけれども、ト

リアージするのだったらそれでどういう作戦でもって多量のけが人だったり、避難者だっ

たり、ほかの緊急物資もいろいろあるわけですけれども、数を見てみないと、量がいつま

でにさばけるのか、あるいは来るのか、その辺をおやりになっているのかどうかをお聞き

したいのです。 

○ ●● それでは、ちょっと待ってください。●●も引き続き御意見をおっしゃってい

ただいていいですか。それとも全く別の関係ですか、一緒でよろしいですか。 

○ ●● 全く別でいいかと思います。お返事いただけるのであれば、今のにお返事いた

だいたほうが話はすっきりすると思います。 

○ ●● 関連ですか。では、●●、どうぞ。 

○ ●● 今のと関連して、14万の負傷者そのものが重要ではなくて、この中の重傷者が

重要になって、負傷者、軽傷者は地元で診てもらうしかないですけれども、重傷者をどう

やってやるかとトリアージするのですが、それは実態としては区市町村の地元の医師会が

やることになっているのですが、実態としてはやったことがないところがほとんどなので

す。そうすると、選別の段階で今は多分止まってしまうという状況なので、ぜひ都がリー

ダシップをとって、もう訓練を受けないとトリアージできませんので、それはやっていた

だかないと14万といったらお手上げですから、その中で本当に必要な人というのをぜひ進

めていただければと思います。 

○ ●● それでは、東京都さん、どうぞ。 

○東京都 最初の御質問ですけれども、その14万人といきなり言われ、今ありましたよう

に軽傷な方もおられて14万人です。できることからしっかり基礎からやっていこうという

ことを今やっております。まず、自助、共助をやっているというのは、自分で守れる人、
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町で守れる人はそれでやっていただく。そうすると、我々が最初に何をやらないといけな

いのかというと、基本的には今言った重傷者の人と、避難する方をどうやってきちっと計

画どおりやっていくか、大体そんなところから始まると思います。 

 今度は火事がものすごく怖いですから、火災もいきなり全部火の海になるのではなくて、

だんだん広がっていきますので、まだ時間的余裕はありますので、そういうところをシミ

ュレーションのようにやり始めまして、どうやったら都民の皆様をお助けしようかという

ことを一つ一つ情報をやり、救急をやり、避難をやり、いろいろなことをやりながら、今

一つずつ部品を積み重ねてやっております。 

 今おっしゃった重傷者をどうやって運ぶか。重傷者というのは多分歩けないのです。軽

傷者の人は歩けるのですけれども、歩けない人をどうするかというと、基本的には先ほど

言った医療コーディネーターでドクターの先生に医療的なことを教えていただいています。

あとはこれにどうやって輸送だとか、空の輸送、川の輸送、陸の輸送をくっつけるか。ど

こで傷病者の方を収容するかということを１つずつ分けて考えております。 

 例えば自衛隊が来ると皆さん言われますけれども、自衛隊が来られるのは、多分何万人

来るという自衛隊は２日目ぐらいになります。そうすると、１日目というのは何をやらな

いといけないのかというと、基本的には物流といいますか、輸送ルートをまずきちっとつ

くってしまうこと。例えば大規模公園があると、そこを１つの拠点にします。そこに医療

の機能も置く、ヘリの機能も置く、いろんな機能をそこに置きながら、それとヘリ、車、

一番大事なのはそこから前の現場になりますので、その拠点と現場をどう交通で結ぶか。

しかしながら、火の中でどうやって行ったらいいかわからないところを、今一つ一つ図上

で確かめながらやっている。そこに医療的な感覚のドクターの先生だとか、応急処置が出

きる方の意見を入れながら、一つ一つくっつけながら考えているところでございます。大

体今そういうところから初めています。お答えになっているかどうかわかりませんけれど

も、大体そんなところでございます。 

○ ●● わかりました。 

○東京都 補足してよろしいですか。医療資源ということで申し上げますと、災害拠点病

院ということで、特に重傷者に対応する病院で、いろいろ耐震化であるとか資器材とか持

っているところで70ございます。今回の改定では、それに加えまして、都内の全ての救急

病院をそういった災害時に連携して対応していただくような形。さらに、そのほかの病院

につきましても、専門医療を生かして、より慢性な方を見ていただくとか、いわゆる救護

所、診療所だけでなく、全ての医療機関に御協力いただくような対処をつくっていこうと

いうことで、これから始めるところですが、そういった体系づくりをしてやっていこうと

考えてございます。 

○ ●● それでは、●●、お願いします。 

○ ●● 東京都はいろいろ試みをされていて、チャレンジャーであって大変高く評価し

ます。本気になって減災に向けて対策を打っておられるのだということは深く敬意を表し
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ますし、今回、新しい想定に向かって、またいろいろな対策を考えているというのもよく

わかります。でも、もう一つチャレンジしてほしいなという意味で申し上げるので、決し

て批判しているわけではないということは御了解いただきたいです。 

 １万人死ぬ、15万人けがする、あるいはこれだけの家が燃える。それは言ってみれば行

政でできる範囲を超えているだろう。やはりここは自助・共助の推進と書いてありますが、

やはり自助しかないのではないか。医者などいないのだし、家が燃えても保険が出ないの

だし、避難しようと思っても、避難所もないのだという現実を実は被害想定が如実に示し

ている。その事実を都民に対してもっとストレートにメッセージとして出していいのでは

ないか。今、皆さんがずっと掲げてくださっている施策というのは、災害対応として東京

都を中心に公的なサービスをより充実させますと、すごくいい決意であって、それをして

いただいたことはものすごく都民にとってはプラスになるのですが、だからといって一人

一人の都民が助けてもらえると思って何もしなければもう終わりで、誰も助けてくれない

というか、助けてもらわないで済むようになりましょうということを言っておかないとま

ずいのではないか。それに向けての施策がもっとあってもいいのではないでしょうか。難

しいのも知っていますけれども、だからチャレンジャーとしての東京都なのだけれども、

いろいろ試してみませんか。 

 東京都がまたいろいろお考えいただいて、いいものになればそれを全国がまねさせてい

ただくことも含めて、やはり本丸は一人一人の都民です。私たちのある種の行政依存とい

うのを打ち破らない限り、こんな大規模、しかも広域災害などはしのげないという厳然と

した事実、それに向かって果敢にチャレンジするのは最初は東京都であるべきではないか

と、これは個人の感想として申し上げたいと思います。 

○ ●● 関連ですか。それでは、●●、どうぞ。 

○ ●● まさにそういう発想は非常に大事だと思うのです。今日のこれを見ても、帰宅

困難者というのは被害者扱いにしてしまっているのですが、帰宅困難者というのは言わば

そこに、まさに現場にそのときいたボランティアである。つまり、帰宅困難者が災害に対

して戦う戦士であり、負傷者なり災害時要援護者を支援するボランティアであるという発

想の展開をして、550万人は安全を確保するのも大事ですけれども、むしろそれをいかに活

用して行政のできない部分、あるいは地域の共助と言うのだけれども、地域も高齢化して

いますから、それで足らない部分をいかに補うかというところへも一歩踏み出さないと、

500万も被災者です、避難者も700万ですとかとやっていくと、もう本当にお手上げではな

いかなと思います。 

○ ●● ●●お願いします。 

○ ●● 大変ありがとうございました。東京都の新しい見直しをされて、私も読ませて

いただきました。いろいろなことが始まる兆しが見えてきていると思うのですけれども、

人材を養成するということは絶対必要で、その中で災害ボランティアコーディネーターと

か、今おっしゃった医療のコーディネーターとか、地域医療コーディネーターとかという
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新しい名称が出てきていますが、それらの人材養成はどうされるのか。 

 もう一つは、東京は大都市、大都会ですから、当然区市町村があります。区市町村も同

じように、こうした地域防災計画を見直されるのではないかと思いますが、それとの連携

をどうされるのか。 

 ３点目は、東京都はたくさんの都立の拠点を持っていらっしゃいますけれども、これを

最大限に活用するとおっしゃっていらっしゃいますが、最初、13拠点というお話もあった

と思うのです。災害のボランティアだとか避難所をつくったときに、あれは解消されたの

ですね。新しい計画にはないのですけれども、そういう巨大な拠点と流通、いろいろな足

との関係性はすごく重要だと思うのですが、その辺のシミュレーションを今やっていらっ

しゃるかどうか。そこがモデルになる可能性は、地域によって東京と言っても普通に違い

があるのです。その辺の配慮をどうされるのか。その３点を教えていただければと思いま

す。 

○ ●● それでは、これは東京都のほうでお答えできる範囲で。 

○東京都 まず、人材の育成ですけれども、先ほど言ったチャレンジをしているのですけ

れども、東京都庁の中からしっかりそういうきちっとオペレーションだとか一つ一つを組

み合わせるとかを始めております。それができないにもかかわらず区に来ていただくのか

とか、そういうのはありますから、だんだんそういうふうにして自分ができていて、だん

だん入っていただいて大きくして、それで今度は図上でできたら今度は実技でやってみる

というところで人材育成。訓練イコール人材育成でやっております。今、区の話はだんだ

ん自分たちができてから一緒にやっていただくというところです。 

○東京都 あとボランティアのコーディネーターについては、今年度から始めたばかりで

ございますので、これから計画的に養成していくという事業を開始いたしております。 

 災害医療コーディネーターについては、基本的にドクターにお願いしますので、それは

医師会と連携しながらということになるのかなと。 

 ３点目のいろいろな拠点の問題でございますが、ボランティアにつきましても、そのほ

かにつきましても、土地のない中で都の施設あるいは都の関連の団体の施設、そういった

ものをフルに活用していくということで必要になってまいります。公園や集客施設。それ

も避難であったり、いろんな物資の拠点であったり、応援部隊の活動拠点であったり、一

時的な帰宅困難者の待機する場所であったりとか、御遺体の安置する場所、フェーズごと

でいろいろな用途があると思います。そういったものについて今いろいろ調べておりまし

て、どういう資源がそもそもあるのか。恐らく取り合いになるのでうまくいくかどうかわ

かりませんが、そういったオープンスペースをどう活用するかということについては、こ

れは来年度ということになりますが、調べた上でできる範囲でいろいろ計画を立てていき

たいと思います。 

○ ●● 先ほどの●●と●●からのコメントがございましたが、何かその点についてご

ざいますか。よろしいですか。 



20 

 

○ ●● 頑張ってくださいね。 

○ ●● それでは、東京都さんの資料についての質疑応答はこの程度にしたいと思いま

す。 

 続きまして、「応急対策対処方針について」、事務局のほうからお願いします。  

 

資料説明 

 

○小宮参事官（災害緊急対策） 内閣府の防災で災害緊急対策の担当の参事官をしており

ます小宮と申します。 

 お手元の資料の非公開資料１に従いまして、御説明をさせていただきます。 

 東日本大震災を踏まえまして、さまざまな災害応急対策につきまして多くの課題がござ

いまして、このワーキングでも議論をしていただいているところでございますけれども、

それを踏まえまして、災対法の改正ですとか、防災基本計画の改定あるいは各省庁の関連

する計画等の見直し等も部分部分でなされておりますので、そうしたような中での特に災

害応急対策につきまして、政府として行うことを中心に、早急に内容につきまして取りま

とめをしたいということで、今、関係省庁と議論しているところでございます。 

 真ん中にポンチ絵がございますけれども、現在、御承知のとおり、首都直下、東海地震

などにつきまして、おのおの予防から復旧までの段階の大綱がございまして、その下に災

害応急対策の活動要領というのがございます。さらに、その子供といたしまして、具体的

な救助ですとか医療ですとか物資につきましての具体的な需要と供給の数字ですとか場所

が入りました具体的な活動内容に係る計画というのがおのおのの地震ごとに定めていると

ころでございます。 

 これにつきまして、特に緊対本部が設置されますようなレベルの大規模な地震・津波災

害を想定いたしまして、共通のものといたしましての災害応急対策の対処方針というもの

をつくりたいと現在考えております。 

 さらに、そうした対処方針の子供といたしまして、これまでありましたような具体計画

につきましては、今後の各大規模地震災害の被害想定を踏まえまして、具体的に別途おの

おのの災害、地震ごとに需要と供給の数字や拠点等の場所入りのものにつきましては別途

今後詳細に計画していきたいということで、まずは共通の政府として行う災害応急対策の

対処方針を定めたいということで、現在、各省と議論しているところでございます。 

 その下のポイントでございますけれども、まず第一部ということで、特に緊対本部の設

置とございますけれども、緊対本部につきまして今般の東日本大震災を踏まえた反省とい

たしまして、総合調整の最適化と書きましたけれども、緊対本部といたしましては、災害

応急対策の全般を見渡しまして、政府と民間の人的、物的資源の最適配分が行われるよう

に総合調整をするということを明確にしたいと思っております。 

 その次に、現地本部につきましてもさまざま議論があるわけでございますけれども、現
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時点では特に情報収集機能の強化ということで、緊対本部と自治体の本部との間の情報の

つなぎ役としての機能をより重視してはどうかということで議論しております。 

 次に、第２部のところで、時系列別活動方針でございます。これは現在の活動要領の中

で、こうしたような形での整理はしておりません。これを初めて発災直後からステージご

とにおおむね１カ月後ぐらいまでの期間の時系列別の活動の大まかな被害の状況と考え方

を整理したいと考えております。 

 特に発災直後におきまして、緊対本部として被害想定をするということや、被害の全体

像をそれこそ想定する、把握するということ、あるいは人命救助のための緊急輸送ルート

を設定することや、プッシュ型による物資の送り込みをするということ、首都中枢機能施

設のライフライン施設の優先復旧順位方針を策定するといったようなことを緊対本部の役

割として初動期のものとして明確に書きたいと考えております。 

 次に、第３部で分野別の活動方針でございますけれども、まず被害情報の取り扱いにつ

きましては、情報の収集、整理・分析、一元的把握とございますけれども、特に被災市町

村の情報収集能力を補完するために、県職員を市町村へ派遣するといったようなことや、

民間のメディア情報の収集と分析といったことを明確にしたいと思っております。 

 また、情報の整理・分析のところでは、こうした情報を活用いたしまして、情報の空白

域の把握あるいは孤立自治体、孤立集落あるいは孤立都道府県の把握に努めたいというこ

とを明記したいと考えております。 

 次に、救助・救急・消火活動のところでは、実動部隊の計画、活動のための体制確保、

実動部隊間の情報共有、サイレントタイムの設定等ございますが、特に要援護者につきま

して、救助・救急省庁があらかじめ地方団体との間で要援護者の情報を共有しておくとい

うことを明記しておきたいと考えておりますし、その下でございますけれども、特に海難

情報を中心に実動部隊間で情報を共有するということを積極的に書きたいと考えておりま

す。 

 次に、医療活動につきましては、DMATを中心に被災地における医療体制の確保、患者等

の搬送、後方支援体制、さらには避難所等における医療・福祉サービスの提供につきまし

て、これは具体的に被災県、非被災県、厚労省、医療機関等の役割を具体的に明確に書き

たいと考えております。 

 次に、緊急輸送のための交通の確保につきまして、緊急輸送計画につきまして、事前に

計画を策定しておくということとともに、発災後の状況を踏まえまして、緊対本部の中で

総合調整して、ルートを改めて確保するということを明記したい。 

 次に、交通規制の実施につきましては、緊急通行車両の標章につきまして、さまざまな

問題等今般ございましたので、こうしたことについて円滑な発行をするための事前届出制

ができておりますので、こうしたことを積極的に周知するということを明確に明記したい。 

 次に、物資の調達では、物資調達の計画、これも事前に具体計画に基づきまして計画を

策定して、プッシュ型の支援をするスキームを各機関の役割、調達輸送を含めまして明記
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したいと考えておりますし、特にその下の調達体制の確保のところでは、燃料につきまし

ては業界団体があらかじめ広域的な供給計画を策定するなどいたしまして供給体制を確保

するということや、都道府県が物資調達を行うに当たって、政府の行う調達が支障になら

ないように配慮するということを明確に書きたいと考えております。 

 右側の輸送の活動でございますけれども、輸送活動の計画のところでは緊急輸送ルート

を選定いたしますが、その際に輸送する人や物の量ですとか、出発地、目的地、輸送手段、

こうしたものをしっかりとシート化して、それらを明確にした計画を緊対本部で策定して

自治体に示す、具体的にオペレートするということを明確に書きたいと考えております。 

 その中で、輸送体制の確保や広域輸送拠点の確保につきましても、具体的にそこに書い

てございますような形で明確に書きたいと考えておりまして、特に民間の事業者につきま

して、その輸送の拠点そのもの、民間事業者の方の輸送拠点の活用あるいは拠点の運営に

ついて、民間事業者の方に積極的にかかわっていただくということを書きたいと考えてお

ります。 

 次に、避難者、帰宅困難者を含む収容活動につきましては、特に広域避難への対応とい

うことで、広域一時滞在の手順を具体的に明確化したいと考えておりまして、帰宅困難者

対策につきましては、帰宅困難者対策の基本的な方針ということをこの中で明確に書きた

いと考えておりまして、これも議論がございますようにむやみに移動しないということを

原則としつつ、帰宅困難者に対しましてさまざまな情報の提供あるいは水、食料、トイレ

といった提供体制の構築を明確に書きたいと考えております。 

 次に、ライフラインの復旧のところでは、全体復旧の全体の優先順位というのを特に首

都直下地震を意識いたしまして明記したいと考えておりまして、順番といたしましては、

まず１番が病院等の医療施設、２番目が首都中枢機能の施設、３番目が災害応急対策の関

連の施設、４番目が避難所等の民生施設といったようなことで優先順位を明記したいと考

えております。 

 次に、首都中枢機能の維持・継続につきましては、１つが政府業務継続の体制の確保と

いうことで、政府全体としての業務継続計画が現在ございませんので、こうしたものをし

っかりと策定するということ。また、業務継続のためのライフライン系統の多重化等の資

源の確保を明記したいと考えております。 

 また、バックアップ体制の整備ということで、特にインフォメーションにつきましての

バックアップ機能を確保するということや、各省庁や官邸機能につきまして、東京圏外で

の代替拠点を確保するということを明記したいと考えております。 

 次に社会秩序の確保・安定というところでは、物価供給体制の安定ということで、特に

緊急輸入をする必要がある場合がございますので、そうしたことについてケースを明記し

たいと考えておりますし、物資の不足に対しまして関係省庁が事業者に対しまして安定出

荷への協力要請等、具体的な措置につきまして明記したいと考えております。 

 次に、防災機関間の応援体制の確保というところでは、特に自治体間の関係につきまし
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てあらかじめ地方団体が受援計画や支援計画を策定すること、また積極的に自治体間で応

援協定を締結することによりまして、できるだけ後方支援基地を確保するということを努

めるように明記したいと考えております。 

 最後に、内外からの支援受け入れ、特に海外からの支援受け入れにつきましては、自己

完結の活動を依頼するということと、加えまして、現地に外務省の担当官を随行させると

いうことを明記したいと考えております。 

 さらに在日米軍に支援を要請する場合の具体的な手順が定まっておりませんので、こう

したことも具体的に手順を定めたいということで考えております。 

 以上です。 

○ ●● それでは、これから意見交換に移りたいと思います。 

 

審 議 

 

○ ●● 対策対処方針の策定のスケジュールはどんなふうになるのですか。 

○小宮参事官（災害緊急対策） 目標といたしましては年度内を考えておりまして、現在、

各省庁と一当たり議論しておるところでございまして、さらに２巡、３巡と各省庁と意見

交換をしておきたいと考えておりますし、地方公共団体あるいは指定公共機関等とも関係

する部分が多々ございますので、そうしたところともこれから意見交換をしてつくり上げ

ていきたいと考えております。 

○ ●● あと２カ月後ですので、例えば分野別の活動方針のところで南海トラフだとか、

全体が絡むことについてこういう対処方針ということですが、この中で首都中枢機能の維

持・継続などというのは、こちらのほうが直接関係する事項ですね。だから、今までこの

会議でいろいろ出てきている意見、先ほども例えば帰宅困難者について、ここでは収容活

動と書いていますが、もっと積極的な意味を持たせるべきではないかというようなお話も

あったのですが、既に出ているものをいろいろここに反映していただくということも必要

になってくると思いますし、これから次回の意見なども反映していただく必要があると思

うのですが、外力の関係が、少し作業がおくれているので、こちらもさらに突っ込んだと

ころの検討がこれからになるわけですね。ですから、そこの調整をよくやっていただかな

いと、逆にそれがまだ十分でないうちに、応急対策活動要領のほうが決まってしまったと

いうことにならないように、そのあたりをよく全体の調整を考えてもらわないと。 

○原田政策統括官 固有地震は、首都直下だとか南海トラフとか、多少頭にはありますけ

れども、汎用性のあるものとしてつくっているのです。今、主査が御心配の点は、このワ

ーキングとの関係をどう整理するかというのは、反映の仕方は３つのステージがあると思

って、これまでの御議論は反映させているつもりです。今回、御説明したので、今日のこ

の場で御意見があれば御意見をいただいた上で、とりあえず３月末につくりたい。これは

２点目の意見。 
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 ３点目で言うと、こういったものというのは最初から完璧なものを目指してやっても、

その完璧なものが最初からできるわけではないので、４月ごろ最終報告だと思いますけれ

ども、そういった最終報告でさらにいろいろなことをつけ加えるべき点が出てくれば、こ

れは適宜直していきたいということで、このワーキンググループの関係はそういう３つの

方面から意見を反映してつくっていきたいと思います。 

○ ●● わかりました。ありがとうございました。 

 それでは、各委員の皆さん方、どうぞ御意見があればお願いします。 

 横浜市さん、どうぞ。 

○横浜市 横浜市です。 

 私は非常に大事なことだと思っているのですけれども、この中に見当たらないのですが、

遺体の取り扱いなのです。先ほどの東京都の被害想定でも9,700人の死者が出る。横浜市で

も最大で3,000人ぐらい出るというような、それぞれ被害想定の中で死者の数を出している

と思うのですが、特に東京の場合は、横浜もそうなのですが、外からの来街者が非常に多

いのではないかと思います。そうすると、遺体の確認とか身元確認というのは困難を極め

ると思うのです。これは仙台で話を聞いたときもそうでしたので、もうその数倍の困難さ

を伴うのではないか。その場合に、東京都さんも先ほどの計画の中で遺体の取り扱いとい

うのがありましたが、横浜の防災計画の中でもそれがありまして、かつ、いろいろ訓練を

しているのです。医師会とか葬祭業者も含めて、あるいは県警とか、歯型とかDNA鑑定をし

なければいけませんので、医師会とか歯科医師会とか集まってもらって訓練などもしてい

るのですが、来街者の多さ、時間帯にもよりますが、身元確認の大変さというのは図上の

訓練をはるかに超えるのではないかと思っております。 

 そのときに大事なのが情報の一元化だと思うのです。例えば東京都の中だけ、あるいは

横浜市の中だけでできる問題ではないように思うのです。これははるかに都道府県の県域

を越えた問題になると思いますので、そういう情報の一元化を国のほうでもしっかり考え

ていただきたいと思っております。情報の一元化とか効率的な運用、この中に情報の一元

的把握という中に入っているのか、あるいはどこかに入っているのかもしれませんけれど

も、そのこともお考えいただいて、それは章立てしてもいいぐらいの問題ではないかなと

考えております。 

 以上です。 

○ ●● 身元確認等の関係ですね。今のところについては、小宮参事官、どうぞ。 

○小宮参事官（災害緊急対策） 現時点でまだ中に入ってございませんが、大きな問題で

あるということは非常に認識しておりまして、関係省庁と議論してまいりたいと思います。 

○ ●● ●●、お願いします。 

○ ●● 幾つかあるのですけれども、１つは２つ目の欄に大規模地震災害ということで、

大規模地震災害、津波災害の定義とは何だろうか言うと、具体的にここにはこういう災害

というのが出てしまっているわけですけれども、これは単に大規模だけではなくて、広域
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大規模災害なのだと思うのです。 

 したがいまして、広域性ということを非常に重視する。例えば３つの県が同時に1,000

人以上の犠牲者を出したというのは、今回東日本がそうですが、その前、たどっていくと

関東大震災までないのです。伊勢湾台風も三重県で1,000人、愛知県で4,000人ということ

で5,000人なのです。そういう意味で、今の犠牲者の話もありましたが、３つ以上の県で

1,000人以上の犠牲者と考えると、もし個別に東海地震が起きたときに、どうなるかわかり

ませんけれども、３つの県で1,000人出ないかもしれないということもありますし、内閣府

が被害想定された５連動というような話ですと、もう首都直下も飛んでいくぐらいの広域

性とか被害規模ということになるのですが、やはり最初の出だしなので一般化ということ

から始めましょうはわかるのですが、恐らく一般化ではない対処方針をつくっておかない

と、いざというときにはやはり応用問題ばかりになってしまうのではないかと思っていま

す。 

 そういう意味では、首都と首都以外の大規模災害あるいは広域大規模災害というものを

同時にというのは少し無理があるのではないか。なぜかと言いますと、現地災害対策本部

というのも、東京以外の災害であればまさに被災地にということですけれども、首都直下

ですと東京が被災地ですね。そこの現地災害対策本部と緊急災害対策本部というのを別置

するのか近接するのかも含めて、一番有効的なのは何なのかというのは一般化ではないの

ではないかなと思います。 

 首都中枢機能に関しても、首都直下の地震とそれ以外では対応の仕方が全く違ってくる

のではないかと思います。特に国のBCPとして重要なのは、非被災地、被災以外の国として

の業務をいかにサポートして継続するか、これに尽きるのではないかと思います。東京で

国の人的スタッフあるいは物的資源も被災地に巻き込まれる中で、災害対応は当然緊対の

主たる対応ですが、業務継続計画としては、いかに日本という国を守っていくのか。先ほ

ど海外に対するというお話がありましたけれども、被災地以外をいかに引っ張っていくか、

平時を守っていくかということこそ、国のBCPとしてやるべき課題だと思うのです。 

 そういうふうに考えると、南海トラフの巨大な災害もBCPというのは非常に重要な役割を

持つのですが、前提条件がかなり違うのではないかなと思いますので、一般解の出だしに

しても、その次の解というのをなるべく早くつくっておくことが重要ではないかなという

のが１点です。 

 もう一つは、今日の●●のメモにもありましたが、この方針というのがどこをターゲッ

トに考えるか、つまり被害中心地、被災があるのだけれども、被災が軽微な被災周辺地域、

非被災地と今日●●が分けられたわけですが、被害の中心地あるいは非被災地、今回、東

日本でいくと二百十幾つ、災害救助法対応している。ですが、本当に被災の中心というか、

被害を受けているところと、一応対応はしているもののという地域はたくさんあって、こ

れで目指そうとしているところの対象の被災地のイメージというのはどこなのかというこ

とで見ると、少し時系列で活動方針を検討するのは極めて大事なことですが、同時に、被
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害想定その他外力が出てきた段階で少し空間的な対象を限って、まさに政府の機能のトリ

アージも必要かもしれない。それぐらいの怪我なら歩いて自分で病院に行きなさいという

のと同じように、それぐらいの被害なら自力で頑張りなさいというような事態も発生し得

るのが大規模地震災害ではないかなと思っていますので、少し空間的なイメージも同時に

含めた検討が必要かなと思います。 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、●●にも御意見いただいて、●●。 

○ ●● ●●の１番に半分賛成、半分反対なのです。 

○ ●● それでは、●●におっしゃっていただいて、それから●●に行ってみましょう。

そこのところでもしコメントがあればお願いします。 

○ ●● 一般化は無理だというのは私も賛成なのですが、ただ、何について一般化しな

ければいけないかということについては、緊急災害対策本部というのを設置した場合の国

のあり方というのは、非常災害対策本部の場合の国のあり方と違っていいのではないかと

個人的には思っているので、そこのところを明確にすべきではないか。 

 1,000という数字を基準にする必要はないと思うのですが、複数の都道府県に甚大な被害

が出た場合には、やはり調整機能を持つのは、最後は国しかないわけです。そこでの、国

のスタンス、国の振る舞いというのは非常に重要な役割を持ってくるので、それについて

の応急対策対処方針というものが不明確だったのではないか。東日本は結局今までの大き

な災害というのは１県に集中していたような体制の中で組み上げられて対応してしまいま

したから、やはり３つの県からいろいろな声が上がってくるものをどう国として調整して、

全体としての資源配分をきちっとするのかということにいろいろな問題を感じられたのだ

ろう。その中で、それを改善するべくこれをお出しになろうとするとすれば、このやり方

が発動するのは、次に緊急災害対策本部を設置されるような状況。今、当面はこのような

ものをイメージされているわけです。そうであれば、これを具体例として挙げても構わな

いとは思いますけれども、この例があってというのではなくて、やはり緊急災害対策本部

をどういう場合に開き、その中で国はどうするのかということが大事なのではないか。 

 そうすると、分野別活動方針というのは、いろいろ挙げておられて抜けているものもあ

るかもしれませんが、実はこの後ろに全部調整というのをつけてもいいように思うのです。

だから、国が自分で動けるわけではなくて、やはり都道府県、市町村のいろいろなリソー

スを使って、実際のことに当たっていただくわけだけれども、その人たちが自分だけ見て

対応してしまって、部分最適はしたけれども、全体として最適化はできなかったというこ

とを避けるために国というのが存在しているのだと考えると、被害情報というのは当然全

国スケールで一元化してみて全体像をつかむという意味で当然だろうと、ここには調整と

いうのがないとしたら、やはり被害情報の一元的な把握あるいは運用というのがあって、

あとは多分みんな調整になると思うのです。 

 だったら、その調整という機能こそが国の求められている役割なのだということを明記
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してもいいのではないか。何か自分がやってしまうというのではなくて、いろいろなある

資源をどんなニーズを抱えていて、それをどういうふうに調整すれば一番最適なソリュー

ションになるのか。どちらかといえばほとんどの場合、被災県には我慢してもらうことに

なるのです。そんなに資源があるわけではない。それ以外、可能だとすれば、被災してい

ない県からの応援ということになるのではないか。 

 そういう観点から見れば、これは首都直下のワーキンググループだけれども、首都直下

でも使えるし、もっと発生の確度の高い南海トラフの地震で当然使えていいのではないか。

首都直下の場合はこうで、南海トラフの場合はこうでと場合分けをして違うシステムをつ

くるというのは非常に非効率だと思うので、基本的には一元的な対応の体制の確立する方

向で緊急災害対策本部を設置し、国が調整の主役になる場合の仕組みなのだとぜひ定義し

ていただけたらと思います。 

 以上です。 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、●●、お願いします。 

○ ●● もう●●がおっしゃったので、私も本部が２つあってどちらが仕切るのかとい

うのはよくわからないので、こちらの国の本部が調整役に徹するのだったら現地本部は自

治体と一緒にある程度の決定権はこちらに行くのかなと思ったのですが、これに関して、

どの業務をどこが決定していくのかわからなかったので、これからの作業だとは思うので

すけれども、場合によっては現地で全部決定して、こちらの本部のほうは調整役に徹する。

それは被害の規模とか自治体が幾つか被害を受けたかというケース・バイ・ケースだと思

うのです。その辺がすごくわかりづらかったのというので整理いただきたいなと思いまし

た。 

 あと、この項目に関しては恐らくいろいろあると思うのですが、気になったのは、今日

一番初め、社会秩序の確保・安定と出てきて、物価供給の体制安定としか書いていなかっ

たので、例えば治安維持をどうするのか。警察と自衛隊を投入しないと治安維持できない

ような場合どうするのかですとか、先ほど問題になったメディア対策、どこが仕切って情

報を現地から出すのか、本部から出すのか。その辺が抜けているのかなと思いました。 

 以上です。 

○ ●● それでは、●●お願いします。 

○ ●● まず、首都直下の被災というのは特殊ではないかという、確かにそのとおりな

のですが、やはり一本、基本のものを持っていなければいけないということも確かなので、

こういう対処方針というのを大規模災害のときに、基本的にはこういうふうにするのだと

いう、これはちゃんとつくっておく必要があると思うのです。 

 その上で、ここにも例外的に首都直下の場合のようなことが書いてあって、こういう書

き方でいいのではないかという気が確かにするわけですが、そのとき、では国はどの部分

をやるのか。●●がおっしゃったこととも関係するのですが、国が持っているリソース、
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自衛隊のほうはいいとして、警察、消防のほうは、国はリソースを持っていないのだけれ

ども、消防で言えば動員できるような体制はつくっているわけですね。ですから、それは

ある程度調整の仕組みができている。できていないところもたくさんあって、民間を巻き

込んで、民間のリソースを使わなければいけないところはいっぱいあるのですが、それは

基本的にお願いするだけであって、実際にそれが動くかどうかというのはやってみなけれ

ばわからないというか、今の段階だと国が責任を持ってやりますと言っても、やるように

お願いしますと言うしかないわけです。そうすると、この計画は実行可能かどうかという

ことを見たときに、要するに国ができることと相当体制を整備しないとできない、つまり、

事前にいろいろなことをやっておかないと、恐らく●●が言っていた調整というのはでき

ない。そのどさくさになって調整をしようと思うと、非常に難しくて問題はたくさんある。 

 ですから、やっておかなければいけないことをわかるような形で、これをつくっていた

だかなければいけないのではないかということが１つあります。 

 もう一つは、普通の災害と大規模になったときの一番の違いは、普通の災害の場合は、

オンリクエストでかなり行くわけですね。こういう要請があったからと、災対法の基本的

な精神はそこにあるわけですけれども、これをプッシュ型でやる。これは非常に大きな変

更だと思うのです。国が前面に立って、とにかく要請の有無にかかわらずやるのだという

姿勢ですね。 

 そうなると、本当にそれをやるためのものは、今は情報ということしか書いていないの

ですけれども、それ以外にもさまざまなプッシュ型をやるための条件整備が必要になって

くるだろうと思います。それはどこで担保されているのかということはよくわからないと

いうか、わかるようにやってほしいということであるわけです。 

 もう一つは、これはやりますよと書いてあって、これも先ほど●●が言ったことですが、

できないということもあるわけですね。だから、限界の話というのもどこかで、つまり、

最大限やってもできない場合はどうするのかと。混乱というのはまさにそうで、全部うま

くできれば混乱が起きるわけがないわけで、でも、起きるということを前提にいろいろな

対策を立てておくということも必要だと。そういう項目が見当たらなくて、結局うまくい

くはずですねと書いてあるわけですけれども、そういうものではないということで、その

辺も入れる必要が、どうやって入れるかはあれですけれども、必要性があるのではないか

という気がしました。 

 以上です。 

○ ●● わかりました。ほかの委員の方、大体よろしいですか。 

 どうぞ。 

○経団連 通行証の話とか書いていただいてありがたく思っているのですが、実は東日本

大震災のときもそれ以外にもさまざまな形で、平時は禁止されている法制について、後追

い的に規制緩和をしていただいた。こうした東日本大震災等で既にやったものについては、

ほぼ自動的にこれを認めるのだというような素早い対応をしていただかないと民間も動き
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ようにも動けないことになってしまう。頼りは民だと言われても、民がやる以上は、その

辺についてある程度フレキシブルな運用をしっかりとやるのだということをどこかに盛り

込んでいただきたい。また、その場合どこで許可を取ったらいいかということについて、

それが縦割りになっていると全然機能しない。むしろ緊急災害対策本部における民間の窓

口はここで、こういう話だったらここに言えば何でもすぐ返事をくれるような一本化され

た体制があれば、非常にスムーズに動くことができる。所管の官庁から上がって何だかん

だとやっているうちに、結局できるものもできなくなってしまうという事態が当然予想さ

れますので、その辺の司令塔というか、官と民の協力の窓口体制の話というのは、企業も

そうですし、またボランティアについても同じようなことが言えるのではないかと思いま

すので、どこかにそういった記載を書いていただけると大変ありがたいと思っています。 

○ ●● それでは、今の関連で●●、どうぞ。 

○ ●● すごくいいことだったと、必要だと思うのですが、かといって民間の言いなり

というのもまずい。だから、大事なことは、民間と政府の側がどこかでどういうふうにす

べきかということについて話し合う場をぜひ設けて、そこの中でどこが窓口になるかも決

めてもらうというような手続を一手絶対かませてほしい。そうでないと、民は確かに頼り

で、秩序ある協力をお願いしたいわけで、それには民に納得してもらうことが必要なわけ

で、そういう場を災害が起きてからやるというのは愚かなことですから、次の大規模災害

までにそういう場で、時間をかけてもいいですが、３月までというのはちょっと無理だけ

れども、そういうことを将来やるのだという含みをどこかに残すようにとりあえず考えて

いただいたらば、民間の皆さんの協力というのはもっとスムーズに得られるようになると

思うので、そこのひと手間をぜひお願いしたいと思います。 

○ ●● ありがとうございました。 

 今、いろいろ御意見がありましたが、御検討いただく部分と、この場で何かコメントは

ございますか。 

 それでは、原田統括官、どうぞ。 

○原田政策統括官 まず大きな話で、こういう方針の必要性みたいな議論があったかと思

うのですけれども、今までどうであったかということをお話ししたほうがいいと思うので

すが、今までこういう応急対策は、個別大災害、南海トラフだとか、首都直下だとか、そ

れについては予防も含めてフルセットでいろいろな大綱とか要領みたいなものを持ってい

るのですが、それ以外でも今回は緊急災害対策本部ができるようなものを対象にしてやっ

ていますが、そういう南海トラフだとか首都直下以外でも緊急災害対策本部を設置しなけ

ればいけない災害というのは起こり得るわけです。地震とか津波についても、そういった

ものについての我々がフルセットで持っている対策以外の災害が起こった場合の対処方針

みたいなものがなかったので、そういったものをつくりたいと。そういった意味で、先ほ

ど汎用性と申し上げたのは、そういうことなのです。 

 あと従来、緊急災害対策本部の事務局運営マニュアルみたいなのがあったのですが、そ
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れはどちらかというと事務局体制をどうするかとか、どういったふうに人員を調達するか

とか、そういったことだけで活動要領みたいなのになっていなかったのです。したがって、

最低限緊急災害対策本部をつくった場合の各省庁が共有できる行動準則、そういったもの

をつくりたいというのがこの方針です。 

 したがって、先ほど公共団体と調整すると申し上げましたけれども、これはむしろ公共

団体もある程度調整しますけれども、どちらかというと現時点で国がこういう方針で緊急

災害対策本部をつくった場合には活動しますと、そういうことを前提に、実際に災害が起

こった場合には、いろいろ一緒になってことに当たりましょうという、ある種の宣言みた

いなものであるとお考えいただければいいと思います。 

 一方で、２点目の話ですけれども、こういった汎用性のある災害対策方針というのは限

界もあって、典型的な限界は何かというと、恐らくいろんな災害対応をするときには、人

的であれ、物的であれ、いろんな資源制約が働くのだろうと思うので、完璧なことは恐ら

くできないのだろうと思います。したがって、資源制約下でどういう活動をするかという

話は、これは個別災害の被害想定を前提にしないとできないので、そういったものは別途

きっちりやらなければいけない。そういった意味で、今、ここで御検討していただいてい

る首都直下型地震のフルセットのいろいろな大綱であるとか、別途やっている南海トラフ

のものも必要になってくるという意味で、こういう汎用性のある方針とフルセットの南海

トラフ、首都直下とか、全体として機能していくようにということで、これは全体ではな

くてある種の部分だと御理解いただければいいと思います。 

 今、いろいろ個別にありましたけれども、それは恐らく今回の作業にも反映させていた

だきますし、もう少し個別の災害を特定していかないとできない話だと思うので、これは

首都直下なら首都直下のとき、あるいは南海トラフは南海トラフのときに検討させていた

だきたいと思いますし、その点で１点言うと、先ほど●●からあった、余り軽々に言えま

せんけれども、本当に首都で起こったときに、ほかのところで起こったみたいに霞が関の

本部と現地本部でやることが本当に適当なのかどうか。現実に、首都が被災地なわけです

から、わざわざ被災地ということで現地本部を立てなくても、全部どこかで一緒にやった

ほうが効率的かもしれないし、かといって、今、有明に現地本部をつくるという前提で有

明をつくっていますから、軽々に現地本部をつくらないとも言えないので、そこら辺は首

都直下の最終報告書に向けて、首都直下の場合に現地本部が一体どういうものとしてある

べきなのかという御議論はしていただければと思います。 

○ ●● わかりました。 

 それでは、●●、どうぞ。 

○ ●● 一言だけよろしいですか。この絵の位置づけです。つまり、これは基本的には

国の役割として個別のマニュアルと大方針をつくる。大方針が一般化しているというのは

いいのですが、大方針だけだと多分だめだろうという話を先ほどしました。 

 もう一つ、これが我が国全体の防災の中でどういう位置づけになっていくのかというこ
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とを考えているのですけれども、先ほど東京都は災害基本法に基づいて、地域防災計画を

つくって、その一番頭に、自助・共助・公助で頑張る。これは東京都が言うと、いわゆる

自治体が公助で、地域に共助、市民に自助と言っているのです。 

 では、国が今回やっているのは何かというと、私が一番大きいのは、民間もありますが、

基礎自治体に対する自助・共助・公助の公助の部分が国の役割なのだと思うのです。だか

ら、自助・共助の構造というのは二重構造になっていて、自治体から国民側のものと、自

治体をいかにサポートして公助するか、まさにここが国の役割ですから、あらゆる資源を

調整して最大限に活用する。そういう二段構成の一番上にあるのがこの公助の方針である

という位置づけをして見計らっていくことが大事なのではないかなと思っています。 

○ ●● ●●、どうぞ。 

○ ●● 今、私も●●のおっしゃることに大賛成でございます。やはり国がこれだけや

ってくれるのはすごく頼もしいと思うのです。基本は自分の身は自分で守るというのをみ

んながそれぞれ常日頃その努力をしていない中でこれを一生懸命稼動しようとしても難し

いのではないかなと思いますので、やはりどこかにとにかく一人一人が自分の身は自分で

守ろうと、それは個人であったり、集団であったり、町であったり、そういうこともある

かもしれないのですが、そういったことがこの紙に書いてはいないけれども、見ると透か

し彫りで書いてあるような気分でこれを発信していくことが大事ではないかと私は思いま

す。 

 

閉 会 

 

○ ●● ありがとうございました。 

 それでは、この点についてはこれからの作業に各委員の御意見をいろいろ反映させてい

ただくということで、まとまりましたら、いろいろ意見交換ですとかこちらへのフィード

バックをよろしくお願いしたいと思います。 

○藤山（事務局） 時間ですので、次に予定していた議題は次回。 

○ ●● この地震防災減災のものですね。それで大丈夫ですか。 

 ということで、きょう、スタートが少し遅かった関係もあるのですが、この地震防災減

災戦略プラン骨子がありますが、これは少し簡単にやろうかと思っていましたけれども、

次回でも十分議論としては間に合うようでありますので、この部分は次回に回したいと思

います。 前回、●●から製油所における地震・津波対策について御説明いただいたわけ

でありますが、これに関連して、お手元に配付されていると思いますけれども、今回資料

を御提供いただきましたので、参考資料２及び委員の皆さん方にはテーブルの上にあわせ

てパンフレットを配付しております。 

 ●●から、何かもしコメントがあれば簡潔にお願いします。 

○ ●● こと細かに説明する気は全くありません。ただ、いろいろ災害対応をやる各市
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町村の計画や何かを聞いていますと、燃料が確保されているということが前提で動いてい

る感じがします。確かに3.11のときはなかなか燃料が供給できませんでした。燃料供給に

向けて、各社それなりに頑張りましたし、やはり未曾有の大災害ですので、業界として会

社の枠を超えた取り組みを行ってきましたので、それを大体３月発災後からある程度燃料

供給が落ち着くまでの３か月間、どういったことが行われていたかということをとりあえ

ずまとめた資料ですので、燃料供給等々の確保について考えるときの参考にしていただけ

ればと思います。 

 また、それの活動を通じて、こういった大規模災害のときに何が問題であって、何が弱

点であったかという整理も後ろのほうにしてございます。一応それに基づいて、国、経産

省さんなどと協力しながら、そこの弱点を埋めていこうかという取り組みも進んでいます。 

 こちらのパワーポイントは十数枚ありますので、今日の石油産業という私どものパンフ

レットですが、71ページ、72ページにざっと概要を軽くまとめたものがございますので、

ここの部分だけコピーというとけち臭いので、業界全体がどんな感じでいまなっています

かという全体像もわかりますので、こちらのほうも参考にお持ちしました。 

 以上です。 

○ ●● ありがとうございました。 

 最後になりますけれど、前回、きょう御欠席なのですが、●●より証券市場のBCPについ

て御質問がございました。その関係について、これも委員の机上に資料を配付しておりま

す。一番下にある「東証のBCPについて」ということで、あちらのほうからつくっていただ

きました資料でございますので、これはまた後ほどごらんいただきたいと思います。 

 それでは、以上で本日の議事を終了したいと思います。少し時間をオーバーいたしまし

たけれども、ありがとうございました。 

 事務局のほうから何か連絡事項はございますか。 

○藤山（事務局） どうもありがとうございました。 

 次回でございますけれども、３月13日、水曜日、13時から、この会議室において開催さ

せていただく予定してとしております。よろしくお願いいたします。 

 なお、資料の送付を希望される委員の方は、封筒にお名前を記入いただければ、こちら

のほうから送付させていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○ ●● 御苦労様でした。ありがとうございました。 

 


